
北海道檜山海区　区画漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

上国海区第１号 ひやま漁業協同組合

檜山郡上ノ国町地先 次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
基点第1号　Ｘ＝－２４８１３６．６４２　Ｙ＝－１４９２５．００２　（座標系
１１系）
点1　基点第１号から２９４度２０分５９秒　７２０メートルの点
点2　点１から２４度２０分５９秒　５００メートルの点
点3　点２から２９４度２０分５９秒　５００メートルの点
点4　点３から２０４度２０分５９秒　５００メートルの点

第一種区画漁業
こんぶ養殖業、あわび
養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 上ノ国町

　区画漁業を営んでいる水面
の周囲には、昼間にあっては
縦及び横の長さがそれぞれ80
センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯そ
の他の照明による標識を水面
1.5メートル以上の高さに設置
しなければならない。

上国海区第２号 ひやま漁業協同組合

檜山郡上ノ国町地先 次の基点第１号及び点１を結んだ線、基点第２号、点２及び点３の
各点を順次に結んだ線、最大高潮時海岸線並びに北消波堤及び
西消波堤によって囲まれた区域
基点第1号　Ｘ＝－２４３４１４．３５９　Ｙ＝－１３６６０．７９４（座標系１
１系）
基点第2号　Ｘ＝－２４３３１２．３６４　Ｙ＝－１３２２８．８９５（座標系１
１系）
点1　基点第１号から３０度１６分２７秒の線と西消波堤との交点
点2　基点第２号から３３３度００分　５０．０００メートルの点
点3　点２から２９７度５０分３３秒の線と北消波堤との交点

第一種区画漁業
第三種区画漁業

（第一種区画漁業）
あわび養殖業、うに養
殖業、かき養殖業、こん
ぶ養殖業、そい養殖
業、ほたてがい養殖
業、ほっけ養殖業、ほ
や養殖業
（第三種区画漁業）
うに養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 上ノ国町

　区画漁業を営んでいる水面
の周囲には、昼間にあっては
縦及び横の長さがそれぞれ80
センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯そ
の他の照明による標識を水面
1.5メートル以上の高さに設置
しなければならない。

乙海区第１号 ひやま漁業協同組合

爾志郡乙部町地先 次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点10、点
11、点12、点13、点14、点15、点16、点17、点18、点19、点20、点21
及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号　Ｘ＝－２２５９３９．５３６　Ｙ＝－１０１３６．０４２（座標系１
１系）
点1　基点第１号から２９８度００分００秒　１２５．０００メートルの点
点2　点１から１５３度２４分１８秒　７３．２２０メートルの点
点3　点２から１８８度２４分１８秒　３７８．６２４メートルの点
点4　点３から２１８度２４分１８秒　１３７．０７７メートルの点
点5　点４から３０８度２４分１８秒　３０．０００メートルの点
点6　点５から１度３２分１５秒　３５．０００メートルの点
点7　点６から３８度２４分１８秒　４０．０００メートルの点
点8　点７から３３２度５４分３４秒　１５．００８メートルの点
点9　点８から３９度１５分００秒　３１．９７４メートルの点
点10　点９から３０９度１５分００秒　１９．０００メートルの点
点11　点10から２１９度１５分００秒　２３．６４９メートルの点
点12　点11から３３２度５４分３４秒　７３．９２９メートルの点
点13　点12から２３６度２４分１８秒　４０．０００メートルの点
点14　点13から１４度００分２３秒　３１．１４５メートルの点
点15　点14から５６度２４分１８秒　４０．０００メートルの点
点16　点15から８度３６分２９秒　１７７．３１５メートルの点
点17　点16から２３６度２４分１８秒　４０．０００メートルの点
点18　点17から３２６度２４分１８秒　２１．０００メートルの点
点19　点18から５６度２４分１８秒　６０．０００メートルの点
点20　点19から２１度２９分５４秒　１４９．８１１メートルの点
点21　点20から４４度５８分０１秒　２２．１３７メートルの点

第三種区画漁業 うに養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 乙部町

　区画漁業を営んでいる水面
の周囲には、昼間にあっては
縦及び横の長さがそれぞれ80
センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯そ
の他の照明による標識を水面
1.5メートル以上の高さに設置
しなければならない。

乙海区第２号 ひやま漁業協同組合

爾志郡乙部町地先 次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部図根点　No．３（北海道水産林務部
三角点　水Ｄ３～）
基点第2号　北海道水産林務部三角点　水Ｄ４
点1　基点第１号から２５７度３０分　７００メートルの点
点2　点１から２３０度００分　１，５００メートルの点
点3　点４から２５７度３０分　１，４００メートルの点
点4　基点第２号から１８０度００分　１５０メートルの点

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 乙部町

　区画漁業を営んでいる水面
の周囲には、昼間にあっては
縦及び横の長さがそれぞれ80
センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯そ
の他の照明による標識を水面
1.5メートル以上の高さに設置
しなければならない。

熊海区第１号 ひやま漁業協同組合

二海郡八雲町地先

次の点１、点２、点３及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
点１　Ｘ＝-２１２９１７.７４８　Ｙ＝-１６０３２.８２６（座標系１１系）
点２　Ｘ＝-２１２９６３.３６４　Ｙ＝-１６０５２.４９７（座標系１１系）
点３　Ｘ＝-２１２９３９.７３３　Ｙ＝-１６００９.５７２（座標系１１系）

第一種区画漁業
うに養殖業、こんぶ養殖
業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体

八雲町熊石泉岱町、熊
石折戸町、熊石相沼

町、熊石館平町、熊石
泊川町、熊石黒岩町、
熊石見日町、熊石鮎川
町、熊石大谷町、熊石
平町、熊石畳岩町、熊
石根崎町、熊石雲石

町、熊石鳴神町、熊石
西浜町及び熊石関内町

　区画漁業を営んでいる水面
の周囲には、昼間にあっては
縦及び横の長さがそれぞれ80
センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯そ
の他の照明による標識を水面
1.5メートル以上の高さに設置
しなければならない。

漁場の区域



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

熊海区第２号 ひやま漁業協同組合

二海郡八雲町地先
次の点１、点２、点３、点４、点５、点６及び点１の各点を順次に結ん
だ線によって囲まれた区域
基点第1号　Ｘ＝－２０８１０２．７９４　Ｙ＝－２１９０４．３６９（座標系１
１系）
点1　基点第１号から１２２度４９分４９秒　３７．７８メートルの点
点2　点１から１２２度４９分４７秒　５５．００メートルの点
点3　点２から３２度４９分３５秒　２８．３７メートルの点
点4　点３から５７度２分００秒　６０．００メートルの点
点5　点４から３２７度１６分１秒　５５．００メートルの点
点6　点５から２３７度１３分２７秒　７３．６７メートルの点

第一種区画漁業 あわび養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体

八雲町熊石泉岱町、熊
石折戸町、熊石相沼

町、熊石館平町、熊石
泊川町、熊石黒岩町、
熊石見日町、熊石鮎川
町、熊石大谷町、熊石
平町、熊石畳岩町、熊
石根崎町、熊石雲石

町、熊石鳴神町、熊石
西浜町及び熊石関内町

　区画漁業を営んでいる水面
の周囲には、昼間にあっては
縦及び横の長さがそれぞれ80
センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯そ
の他の照明による標識を水面
1.5メートル以上の高さに設置
しなければならない。

大海区第１号 ひやま漁業協同組合

久遠郡せたな町地先
次の点１、点２、点３、点４、点５、点６及び点１の各点を順次に結ん
だ線によって囲まれた区域
基点第1号 国土地理院三角点　平田内
点1　基点第１号から２８１度２１分５６秒　３７６．１７メートルの点
点2　点１から２２６度０９分２６秒　７４．２９メートルの点
点3　点２から２９９度１６分０３秒　４３５．０１メートルの点
点4　点３から３２３度５２分４１秒　３８８．５８メートルの点
点5　点４から２０度３９分３６秒　７８．３５メートルの点
点6　点５から１４０度５２分１５秒　４１５．９８メートルの点

第三種区画漁業 あわび養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体
せたな町大成区長磯、
貝取澗、平浜及び宮野

　区画漁業を営んでいる水面
の周囲には、昼間にあっては
縦及び横の長さがそれぞれ80
センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯そ
の他の照明による標識を水面
1.5メートル以上の高さに設置
しなければならない。

大海区第2号 ひやま漁業協同組合

久遠郡せたな町地先
次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
点1　Ｘ＝-２００３５８.４６２　Ｙ＝-３２２６６.１３７６（座標系１１系）
点2　Ｘ＝-２００６３４.８３１　Ｙ＝-３２５４２.６６８８（座標系１１系）
点3　Ｘ＝-１９８９０３.２６６　Ｙ＝-３４６９５.２９２２（座標系１１系）
点4　Ｘ＝-１９８７２０.１１０　Ｙ＝-３４２９５.３４０９（座標系１１系

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体
せたな町大成区長磯、
貝取澗、平浜及び宮野

　区画漁業を営んでいる水面
の周囲には、昼間にあっては
縦及び横の長さがそれぞれ80
センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯そ
の他の照明による標識を水面
1.5メートル以上の高さに設置
しなければならない。

北海区第１号 ひやま漁業協同組合

久遠郡せたな町地先 次の点１、点２、点３、点４、点５の各点を順次に結んだ線と最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号　Ｘ＝－１８２６５６．５９１　Ｙ＝－３７８１５．３７１（座標系１
１系）
点1　基点第１号から　２８４度１６分３９秒　８８．５６メートルの点
点2　点１から３２５度３５分２９秒　３８．６６メートルの点
点3　点２から８度５９分３８秒　７１．２０メートルの点
点4　点３から５４度４２分２６秒　１２５．３５メートルの点
点5　点４から１１８度４６分４９秒　６４．５６メートルの点

第三種区画漁業 うに養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体
せたな町北檜山区及び
瀬棚区

　区画漁業を営んでいる水面
の周囲には、昼間にあっては
縦及び横の長さがそれぞれ80
センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯そ
の他の照明による標識を水面
1.5メートル以上の高さに設置
しなければならない。

北海区第２号 ひやま漁業協同組合

久遠郡せたな町地先
次の点1、点2、点3、点4及び点１の各点を順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点第1号　国土地理院三角点　川尻
点1　基点第１号から２７５度１６分４２秒　１，６７０．０２メートルの点
点2　点１から ３１２度０２分１０．９８秒　１，１４５．６１メートルの点
点3　点２から ２１度１８分５１．８２秒　 ３，２２０．１６メートルの点
点4　点３から ９６度３７分３２．０２秒　 １，１５４．８１メートルの点

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体
せたな町北檜山区及び
瀬棚区

　区画漁業を営んでいる水面
の周囲には、昼間にあっては
縦及び横の長さがそれぞれ80
センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯そ
の他の照明による標識を水面
1.5メートル以上の高さに設置
しなければならない。

瀬海区第１号 ひやま漁業協同組合

久遠郡せたな町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点10及び点
１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号　国土地理院三角点　大谷地
点1　基点第１号から　２７２度４９分００秒　２，１８５メートルの点
点2　点１から２７６度３０分００秒　４２０．１０メートルの点
点3　点２から１８１度１６分４９秒　１１５メートルの点
点4　点３から２６９度１０分３４．６４秒　１，２７２．９２４メートルの点
点5　点４から３５９度１４分００．８５秒　１，６８０．１４メートルの点
点6　点５から８９度１３分２９．１６秒　１，３３２．９３１メートルの点
点7　点６から１８１度１６分４９秒　１８．２０メートルの点
点8　点７から１１６度５５分１９秒　３６８．７９メートルの点
点9　点８から１０１度４５分４９．５３秒　１４８メートルの点
点10　点９から１８０度００分　１，０９０メートルの点

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体
せたな町北檜山区及び
瀬棚区

　区画漁業を営んでいる水面
の周囲には、昼間にあっては
縦及び横の長さがそれぞれ80
センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯そ
の他の照明による標識を水面
1.5メートル以上の高さに設置
しなければならない。

瀬海区第２号 ひやま漁業協同組合

久遠郡せたな町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６及び点１の各点を順次に結ん
だ線によって囲まれた区域
基点第1号　国土地理院三角点　梅花都
点1　基点第１号から　２７１度０７分５１秒　２，４００メートルの点
点2　点１から１２６度３６分０２秒　３３０メートルの点
点3　点２から１７９度２１分４４秒　３００メートルの点
点4　点３から２２１度３０分００秒　６３０メートルの点
点5　点４から２７８度４５分２１．６８秒　１，２７０．６２２メートルの点
点6　点５から８度４５分２１．５７秒　９８０．０８５メートルの点

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体
せたな町北檜山区及び
瀬棚区

　区画漁業を営んでいる水面
の周囲には、昼間にあっては
縦及び横の長さがそれぞれ80
センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯そ
の他の照明による標識を水面
1.5メートル以上の高さに設置
しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

奥海区第１号 ひやま漁業協同組合

奥尻郡奥尻町地先
次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９及び点１の各
点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部図根点　No．６（北海道水産林務部
三角点　水Ｄ７～）から１８４度２５分　３５メートルの点
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No．１１（北海道林務部三
角点　水Ｄ７～）から１４５度０７分　１１０メートルの点
基点第3号　北海道三角点　拓12
基点第4号　北海道水産林務部図根点　No．９（北海道林務部三角
点　拓１２～）から２１５度３５分　４５メートルの点
基点第5号　北海道水産林務部図根点　No．１７（北海道林務部三
角点　拓１２～）から２１５度１４分　２０メートルの点
点1　基点第１号から９０度　００分　１，５３０メートルの点
点2　基点第３号から９０度　００分　１，５８５メートルの点
点3　基点第５号から９０度　００分　１，５３５メートルの点
点4　基点第５号から９０度　００分　１３５メートルの点
点5　基点第４号から９０度　００分　１８５メートルの点
点6　基点第４号から９０度　００分　３８５メートルの点
点7　基点第２号から９０度　００分　４１０メートルの点
点8　基点第２号から９０度　００分　６０メートルの点
点9　基点第１号から９０度　００分　１３０メートルの点

第一種区画漁業
第三種区画漁業

（第一種区画漁業）
こんぶ養殖業
（第三種区画漁業）
あわび養殖業、うに養
殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 奥尻町

　区画漁業を営んでいる水面
の周囲には、昼間にあっては
縦及び横の長さがそれぞれ80
センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯そ
の他の照明による標識を水面
1.5メートル以上の高さに設置
しなければならない。

奥海区第２号 ひやま漁業協同組合

奥尻郡奥尻町地先
次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部図根点　No．２３（北海道三角点
拓１２～）
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No．４０（北海道三角点
拓１２～）から１８２度３４分　１７０メートルの点
点1　基点第１号から１０８度　３０分　１，０３０メートルの点
点2　基点第２号から１０８度　３０分　９３５メートルの点
点3　基点第２号から１０８度　３０分　２３５メートルの点
点4　基点第１号から１０８度　３０分　３３０メートルの点

第一種区画漁業
第三種区画漁業

（第一種区画漁業）
こんぶ養殖業
（第三種区画漁業）
あわび養殖業、うに養
殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 奥尻町

　区画漁業を営んでいる水面
の周囲には、昼間にあっては
縦及び横の長さがそれぞれ80
センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯そ
の他の照明による標識を水面
1.5メートル以上の高さに設置
しなければならない。

奥海区第３号 ひやま漁業協同組合

奥尻郡奥尻町地先
次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部図根点　No．５２（北海道三角点
拓１２～）から
２０３度０４分　９５メートルの点
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No．５４（北海道三角点
拓１２～）から１８７度５９分　２３２メートルの点
点1　基点第１号から１１１度　０５分　５１０メートルの点
点2　基点第２号から１１１度　０５分　４９０メートルの点
点3　基点第２号から１１１度　０５分　１９０メートルの点
点4　基点第１号から１１１度　０５分　２１０メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 奥尻町

　区画漁業を営んでいる水面
の周囲には、昼間にあっては
縦及び横の長さがそれぞれ80
センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯そ
の他の照明による標識を水面
1.5メートル以上の高さに設置
しなければならない。

奥海区第４号 ひやま漁業協同組合

奥尻郡奥尻町地先
次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部図根点　№６７（北海道三角点　拓１
２～）から２１５度４２分　１３４メートルの点
基点第2号　北海道水産林務部三角点　水Ｄ９
点1　基点第１号から１４６度００分　３１５メートルの点
点2　基点第２号から１４６度００分　３２５メートルの点
点3　基点第２号から１４６度００分　１２５メートルの点
点4　基点第１号から１４６度００分　１１５メートルの点

第一種区画漁業 こんぶ養殖業
１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 奥尻町

　区画漁業を営んでいる水面
の周囲には、昼間にあっては
縦及び横の長さがそれぞれ80
センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯そ
の他の照明による標識を水面
1.5メートル以上の高さに設置
しなければならない。

奥海区第５号 ひやま漁業協同組合

奥尻郡奥尻町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
基点第1号　北海道水産林務部図根点　No．５（北海道水産林務部
三角点　水Ｄ９～）
基点第2号　北海道水産林務部図根点　No．１０（北海道水産林務
部三角点　水Ｄ９～）から２３１度５５分　１９７メートルの点
点1　基点第１号から１６１度　３０分　６５０メートルの点
点2　基点第２号から１６１度　３０分　６４５メートルの点
点3　基点第２号から１６１度　３０分　１４５メートルの点
点4　基点第１号から１６１度　３０分　１５０メートルの点

第一種区画漁業
第三種区画漁業

（第一種区画漁業）
こんぶ養殖業
（第三種区画漁業）
うに養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 奥尻町

　区画漁業を営んでいる水面
の周囲には、昼間にあっては
縦及び横の長さがそれぞれ80
センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯そ
の他の照明による標識を水面
1.5メートル以上の高さに設置
しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

奥海区第６号 ひやま漁業協同組合

奥尻郡奥尻町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
基点第1号　国土地理院三角点　青苗
点1　基点第１号から２６０度００分　１７０メートルの点
点2　点１から２４０度００分　２００メートルの点
点3　点２から３３０度００分　５００メートルの点
点4　点３から６０度００分　２００メートルの点

第一種区画漁業
第三種区画漁業

（第一種区画漁業）
こんぶ養殖業
（第三種区画漁業）
うに養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 奥尻町

　区画漁業を営んでいる水面
の周囲には、昼間にあっては
縦及び横の長さがそれぞれ80
センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯そ
の他の照明による標識を水面
1.5メートル以上の高さに設置
しなければならない。

奥海区第７号 ひやま漁業協同組合

奥尻郡奥尻町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７及び点８の各点を順次
に結んだ線と最大高潮時海岸線によって囲まれた区域
基点第1号　Ｘ＝-216,050.837 Ｙ＝-66,225.167（座標系１１系）
点1　基点第１号から　９８度４３分２４秒　　６３．４０メートルの点
点2　点１から２３３度３９分３６秒　１２５．００メートルの点
点3　点２から３００度２４分４３秒　１３０．４４メートルの点
点4　点３から２５３度４３分１９秒　２２．６２メートルの点
点5　点４から３３０度３７分１０秒　１３０．４４メートルの点
点6　点５から２２度５４分０６秒　４８．５６メートルの点
点7　点６から０度２３分３８秒　８０．００メートルの点
点8　点７から６０度００分００秒　１２０．００メートルの点

第一種区画漁業
第三種区画漁業

（第一種区画漁業）
こんぶ養殖業
（第三種区画漁業）
うに養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 奥尻町

　区画漁業を営んでいる水面
の周囲には、昼間にあっては
縦及び横の長さがそれぞれ80
センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯そ
の他の照明による標識を水面
1.5メートル以上の高さに設置
しなければならない。

奥海区第８号 ひやま漁業協同組合

奥尻郡奥尻町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
点１　Ｘ＝－２１５２１７．１３３　Ｙ＝－６５９９９．９８９（座標系11系）
点２　Ｘ＝－２１５０１０．４５１　Ｙ＝－６５８１５．９１３（座標系11系）
点３　Ｘ＝－２１５０９５．５７５　Ｙ＝－６５７５２．４０３（座標系11系）
点４　Ｘ＝－２１５３５５．６０５　Ｙ＝－６５９６９．８５０（座標系11系）

第一種区画漁業
（第一種区画漁業）
こんぶ養殖業、あわび
養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 奥尻町

　区画漁業を営んでいる水面
の周囲には、昼間にあっては
縦及び横の長さがそれぞれ80
センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯そ
の他の照明による標識を水面
1.5メートル以上の高さに設置
しなければならない。

奥海区第９号 ひやま漁業協同組合

奥尻郡奥尻町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
点１  Ｘ＝－２０５６０９．６１０  Ｙ＝－６０２６４．９１３（座標系11系）
点２  Ｘ＝－２０５６０７．１９０  Ｙ＝－６０２７８．０９３（座標系11系）
点３  Ｘ＝－２０５６３０．６４７  Ｙ＝－６０２８３．１６８（座標系11系）
点４　Ｘ＝－２０５６３３．０６７　Ｙ＝－６０２６９．９８８（座標系11系）

第一種区画漁業
（第一種区画漁業）
かき養殖業

１月１日から12月31日ま
で

令和５年９月１日から
令和10年８月31日まで

団体 奥尻町

　区画漁業を営んでいる水面
の周囲には、昼間にあっては
縦及び横の長さがそれぞれ80
センチメートル以上の赤色の標
識を、夜間にあっては電灯そ
の他の照明による標識を水面
1.5メートル以上の高さに設置
しなければならない。


